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信
彦
君
提
出
加
計
学
園
文
書
流
出
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国
家
公
務
員
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違
反
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
加
計
学
園
文
書
流
出
は
国
家
公
務
員
法
違
反
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
一
般
論
と
し
て
で
な
く
」
及
び
「
職
員
を
保
護
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
三
条
第
三
号
は
、
通
報
先
と
し
て
「
そ
の
者
に
対
し
当
該

通
報
対
象
事
実
を
通
報
す
る
こ
と
が
そ
の
発
生
又
は
こ
れ
に
よ
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
」
と
規
定
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
報
道
機
関
や
国
会
な
ど
の
立
法
機
関
」
は
、
こ
れ
に
当
た
り
得
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
よ
う
な
専
ら
国
家
の
機
能
に
関
わ
る
法
律
に
つ

い
て
は
、
当
該
法
律
の
目
的
規
定
、
罰
則
等
か
ら
判
断
し
て
、
当
該
法
律
が
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
を

一



保
護
す
る
こ
と
を
直
接
的
な
目
的
と
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、
当
該
法
律
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て

は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
報
対
象
事
実
に
含
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


